
一般職の職員の身分の取扱いについて 

 

（提案内容） 

鶴岡市、藤島町、羽黒町、櫛引町、三川町、朝日村、温海町の一般職の

職員は、すべて新市の職員として引き継ぐ。 

職員の任免、給与その他の身分取扱いについては、人事管理及び職員の

処遇の適正化の観点から調整を図ることとし、細目については、７市町村

長が別に協議して定める。 

 


